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東北運輸局マスコット
“とうほくろっ犬”

令和５年１２月２１日 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/

公 示

東北運輸局自動車交通部

　　道路運送法第１５条の２に基づき、岩手県交通株式会社から令和５年９月２２日

　付け５岩交乗運第４９号－２で届出があった一般乗合旅客自動車運送事業の事業計

　画（路線の廃止）変更届出に係る関係地方自治体に対する意見の聴取を行った結果

　は次のとおりです。

    １．届出の件名及び番号
一般乗合旅客自動車運送事業における路線の廃止
公示番号：公示第１０５号
事案番号：５旅一第１００５号

    ２．意見の聴取の日時及び場所
令和５年１２月６日（水）　１０時００分～
東北運輸局　２Ｆ　専用会議室

乗合バスの路線廃止に係る意見聴取の結果について

令和５年１２月１４日
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    ３．出席した、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者及び住所

①岩手県　ふるさと振興部交通政策室　地域交通課
　岩手県盛岡市内丸１０-１

②一関市　まちづくり推進部まちづくり推進課
　岩手県一関市竹山町７－２

    ４．陳述の要旨
①岩手県知事…

②一関市長…

　今回、廃止届が出された５旅一１００５号の路線は、一関市内の地域間を
結び、通勤や買い物などに利用されている路線であることから、路線の廃止
は利用者に大きな影響を及ぼすものと考える。
　当初、事業者より令和５年９月３０日での路線廃止の意向が伝えられた
が、 その後の調整により、沿線自治体が赤字補てんを行うことで、令和６
年３月３１日まで路線を継続することとされたもの。
　地域住民の生活の足の維持・確保に向け、沿線自治体では廃止予定日の翌
日（令和６年４月１日）より、代替交通の運行について調整を進めているこ
とから、廃止予定日の繰り上げを行うべきではないと考える。

　当市としては、バス事業者を取り巻く厳しい経営状況（財政状況、運転手
不足等）や、経営改善の取組、バス利用の実態については理解するものの、
当該路線は、市内の地域間を結ぶ幹線交通の役割を担っており、路線廃止に
より、沿線住民の利便性が低下し、利用者に大きな影響を与えるものと考え
る。当初申し出のあった令和５年９月３０日での路線廃止は、一定の利用が
ある状況での突然の廃止となり、利用者に大きな影響を与えることから、市
では赤字補てんの補助金を補正予算で計上し、令和６年３月３１日まで路線
を維持することとした。
　当該路線は、一関市地域公共交通網形成計画において、「市内の地域間の
移動を支えるネットワークとして一定の便数を確保する交通」として位置づ
けている路線であることから、市では運行に空白期間がないよう引き続き路
線を維持するため、路線廃止後の代替交通運行開始日を廃止予定日の翌日
（４月１日）と調整を進めている。そのため、廃止予定日の繰り上げはでき
ない。
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東北運輸局自動車交通部

　　道路運送法第１５条の２に基づき、岩手県交通株式会社から令和５年９月２９日

　付け５岩交乗運第１０６号－２で届出があった一般乗合旅客自動車運送事業の事業

　計画（路線の廃止）変更届出に係る関係地方自治体に対する意見の聴取を行った結

　果は次のとおりです。

    １．届出の件名及び番号
一般乗合旅客自動車運送事業における路線の廃止
公示番号：公示第１０６号
事案番号：５旅一第１００６号

    ２．意見の聴取の日時及び場所
令和５年１２月６日（水）　１３時３０分～
東北運輸局　２Ｆ　専用会議室

    ３．出席した、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者及び住所

①岩手県　ふるさと振興部交通政策室　地域交通課
　岩手県盛岡市内丸１０-１

②北上市　都市整備部都市再生推進課
　岩手県北上市上江釣子１７地割１６０番地

③金ケ崎町　都市建設課
　岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町２２番地１

④奥州市　政策企画部政策企画課公共交通対策室
　岩手県奥州市水沢大手町一丁目１番地

    ４．陳述の要旨
①岩手県知事…

令和５年１２月１４日

乗合バスの路線廃止に係る意見聴取の結果について

　今回、廃止届が出された５旅一１００６号に係る北上金ヶ崎線と水沢金ケ
崎線は、金ケ崎町と北上市及び奥州市を結び、高校生の通学や通勤等に利用
されている路線であることから、路線の廃止は利用者に大きな影響を及ぼす
ものと考える。
　当初、事業者より令和５年９月３０日での路線廃止の意向が伝えられた
が、その後の調整により、沿線自治体が赤字補てんを行うことで、令和６年
３月３１日まで路線を継続することとしたところではあるが、通学時間帯の
路線の継続に向けて沿線自治体から事業者に対して要望を行っている状況。
　沿線自治体では、事業者への要望と並行して、地域住民の生活の足の維
持・確保に向けた検討も必要であり、調整に相当の時間を要するものと考え
られることから、廃止予定日の繰り上げを行うべきではないと考える。
　事業者には、市町村の意向を踏まえ、可能な対応の検討をいただくととも
に、生活の足の維持・確保に向け、引き続き沿線市町村への協力や、丁寧な
対応をお願いしたい。
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②北上市長…

③金ケ崎町長…

④奥州市長…

　廃止の届出があった北上金ヶ崎線及び水沢金ケ崎線は、市町にまたがる広
域路線として貴重な交通手段であり、特に毎日の通学に利用している県立金
ケ崎高校の生徒にとって、廃止による影響は非常に大きいところです。
　運転士の確保が難しいこと、利用者の増加が見込みにくいなか運行経費増
による経営上の影響など、廃止申出に至る背景につきましては、これまでの
協議を通じて理解しているところでございますが、事業者が運行している通
学時間帯の早朝便は貴重な広域路線であり、これを市町が代替することは容
易ではありません。
　つきましては、廃止による影響が大きい県立金ケ崎高校の生徒の通学を考
慮した、平日の通学時間帯の運行の継続について、自治体の支援の在り方を
含めた協議を進め、継続運行をお願いしたい次第です。

　路線廃止の届け出のあった水沢金ヶ崎線は、当市と隣接する金ケ崎町に跨
がる広域路線であり、市の地域公共交通計画においても重要な幹線と位置づ
けているところです。
　利用実態として、当市から県立金ケ崎高等学校に通学する生徒の利用も多
いことから、運転免許を持たない高校生にとっては貴重な交通手段であり、
廃止に伴う影響は大きいものがあります。
　今回、運行主体である岩手県交通(株)が本路線の廃止に至った背景とし
て、コロナ禍による利用収入の落ち込み、燃料費をはじめとする運行経費の
高まりに加え、深刻な運転士不足といった状況があることは十分理解できる
ところですが、一方で、地域の公共交通を守る立場である地元自治体を含め
た関係者間でそうした課題共有あるいは路線維持の方策についての協議の場
がないまま路線廃止の方向性が決まったことは非常に残念であると感じると
ころです。
　私どもとしましても、運行主体のこれまでの経営努力に敬意を表するとと
もに、このまま経営赤字を抱えたまま路線維持できないことは十分承知して
おりますが、路線バスという容易に代替の利かない公共サービスを担ってい
ただいている点を考慮いただき、路線の継続運行について再考いただくこと
をお願いいたします。

　廃止の届出があった北上金ヶ崎線は、沿線住民の通学・通勤に広く利用さ
れており、廃止により特に県立金ケ崎高校に通学する生徒が大きな影響を受
けることが懸念されます。
　様々な事情を鑑み、事業者が北上金ヶ崎線の路線廃止はやむを得ないもの
と理解しております。しかし、人手不足等により代替交通の確保は困難さを
増しており、当市としても対応に苦慮しているところです。
　北上金ヶ崎線廃止後も市内の交通ネットワーク維持のため、引き続きご協
力をお願いする次第です。
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許認可等事項

◆一般貸切旅客自動車運送事業更新許可状況
自動車交通部旅客第一課

申 請 者 許可年月日 営業区域 営 業 所 の 名 称 及 び 位 置 許 可 期 限 備 考

パノラマ観光バス 株式会社
(法人番号：5370001009858 )
代表取締役　早坂　牧子

R5.12.6 宮城県
本社営業所
　宮城県仙台市泉区南光台１丁目３番
１２号

2028年5月30日

・インターネットに接続されたパソコンを
全ての営業所に常時設置するとともに、当
該パソコンに制度改正等に関する情報等を
配信するためのメールアドレス（メールア
ドレスを変更した場合は変更後のメールア
ドレス）を運輸局等に対して通知するこ
と。

◆新規認証工場一覧表
自動車技術安全部整備・保安課

事 業 場 名

所 在 地

宮原硝子株式会社 宮原硝子株式会社 　

 ( 法人番号　8400001001536 ) 岩手県盛岡市門一丁目２番地１ 電子(運行)

矢部　洋士 ＥＬＭＯ ＬＩＭＩＴ 分解(専門)

福島県須賀川市森宿字向日向３４－５ 　

株式会社協和輸送 キョーワサービス工場 分解(全て)

 ( 法人番号　3420001004491 ) 青森県青森市浪岡大字北中野字北畠３０番地 　

松田自動車興業株式会社 パスカルプラス 分解(全て)

 ( 法人番号　6410001003509 ) 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼４２０番地１ 電子(運行)

有限会社三栄ボデー 有限会社三栄ボデー

 ( 法人番号　5410002001594 ) 秋田県秋田市新屋豊町５８２番地５ 電子(運行)

株式会社リング 株式会社リング 分解(全て)

 ( 法人番号　9390001017351 ) 山形県東根市大字関山字石原１５番地１ 　

株式会社栗田工業 株式会社栗田工業 分解(全て)

 ( 法人番号　7380001026909 ) 福島県郡山市田村町上行合字北川田１５－３ 　

株式会社弘善商会 株式会社弘善商会 認証工場神田店 分解(専門)

 ( 法人番号　6420001009026 ) 青森県弘前市大字堅田字神田４９４番地１ 　

株式会社みちのくオートグラス 株式会社みちのくオートグラス 　

 ( 法人番号　4420001014886 ) 青森県八戸市大字新井田字小久保尻１番地３８ 電子(運行)

株式会社東北安全ガラス 株式会社東北安全ガラス 仙台営業所 　

 ( 法人番号　4410001001935 ) 宮城県仙台市若林区六丁の目南町８－８２ 電子(運行)

今田　良輝 千布自動車鈑金塗装工場 　

山形県天童市大字荒谷字荒谷原１９７３番地１０６５ 電子(運行)

株式会社ｃｒｅａｔｅ 株式会社ｃｒｅａｔｅ 分解(全て)

 ( 法人番号　6410001013235 ) 秋田県横手市雄物川町東里字東里西７番地５ 　

認証年月日 認証番号 事 業 者 名
対 象 自 動 車
業 務 の 種 類

対象の整備業
務

R5.11.1 2-6851
普通(小型、乗用)、小四、小
三、軽

R5.11.7 6-40693

R5.11.2 1-7227
普通(大型、中型、小型、乗
用)、大特、小四、小三、小二、
軽

普通(小型、乗用)、小四、小
三、軽

普通(小型、乗用)、小四、小
三、小二、軽

6-40692

R5.11.1 4-7775
普通(乗用)、小四、小三、小
二、軽

R5.11.9 4-7776
普通(大型、中型、小型、乗
用)、大特、小四

R5.11.7

R5.11.16 1-7229
普通(中型、小型、乗用)、小

四、小三、軽

R5.11.20 3-8052
普通(中型、小型、乗用)、小

四、小三、軽

R5.11.9 5-31120
普通(中型、小型、乗用)、大
特、小四、小三、小二、軽

R5.11.14 1-7228
普通(乗用)、小四、小三、小

二、軽

R5.11.28 5-31121
普通(小型、乗用)、小四、小

三、軽

R5.11.29 6-40694
普通(乗用)、小四、小三、小
二、軽
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◆新規指定工場一覧表
自動車技術安全部整備・保安課

事 業 場 名

所 在 地

株式会社ホットマン イエローハット岩沼店

 ( 法人番号　3370001002204 ) 宮城県岩沼市末広一丁目３番２２号
R5.11.28 3-1194

普通(小型、乗用)、小四、小三、小二、
軽

　

指定年月日 指定番号 事 業 者 名
対 象 自 動 車
業 務 の 種 類

備考

運 輸 局 情 報

◆ 認証、指定及び認定工場数（令和5年11月末）

自動車技術安全部整備・保安課

青 森 1,274 376 0 0 14 29 12 0 0 55

岩 手 1,197 509 3 4 10 11 3 0 0 31

宮 城 1,966 619 4 15 14 17 8 0 16 74

秋 田 1,039 336 6 4 4 2 4 0 0 20

山 形 1,271 334 3 6 14 16 2 0 0 41

福 島 1,887 606 1 2 10 13 7 0 1 34

局 計 8,634 2,780 17 31 66 88 36 0 17 255

電  装
整  備

原動機
タイヤ
整  備

合計

項　目
支局別

認　証
工場数

指　定
工場数

認　定　工　場　数

一種整
備工場

二種整
備工場

車体整備
（一種）

車体整備
（二種）


